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学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の記入について 

 学校でのアレルギー対応は、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づいて行ってまいりますので、正確にご記入ください

ますよう、お願いいたします。 

記入手順および注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 食物アレルギー「あり」に〇をお願いします。また、アナフィラキシーの有無に〇を付けてください。<全員> 

２ 食物アレルギーの病型に〇を付けてください。<全員> 

３ アナフィラキシーの病型に〇を付けてください。<１でアナフィラキシーありの場合> 

４ 救急搬送歴と入院歴を記入してください。<全員> 

５ 原因食物と診断根拠を記入してください。<全員> 

  ・ 診断根拠として重要なのは、1.明らかな症状の既往と 2.食物経口負荷試験陽性です。摂取可能であるにも関わらず、3.血液検査 

陽性だけを根拠に原因食物の除去を指示することのないようにお願いします。 

  ・ 4.未摂取で除去が必要な食物がある場合のみ記入してください。 

６ 緊急時に備えた処方薬の有無に〇をつけてください。<全員> 

※ 処方薬が「あり」の場合は、具体的に記入してください。 

７ 学校生活の各場面における管理の要否に〇をつけてください。<全員> 

  ・【給食】は、原因食物提供の有無に関わらず、必ず 2.管理必要に〇をつけてください。 

※ 船橋市の学校給食では「食物アレルギーを有する児童生徒」は、その原因食物の種類を問わず「管理が必要である」と考えます。 

８ 以下の項目は「不可」の場合、給食の全提供を見合わせることになるので、慎重に考慮ください。<全員> 

   1. 可否に〇をお願いします。 

   ① 原因食物を揚げた後の油を使用した料理を提供する場合（微量のアレルゲンの流出に対しての配慮） 

   ② 原因食物が調味料、出汁、添加物に使用されている場合（微量のアレルゲンの流出に対しての配慮） 

   ③ 原因食物以外の食品についても注意が必要な場合 

     Ex)このしらすはエビ、カニが生息している海域で漁獲しています 

   ④ コンタミネーションの可能性がある場合 

Ex)本品製造工場ではソバを含む製品を生産しています 

2．記載されている食材は、極微量のアレルゲンが含有されている程度であり、症状誘発の原因にはなりにくいと考えます。（これら 

の食品が摂取不可の場合は、給食の全提供を見合わせることになります。） 

９ 保護者が記入します。 

10 緊急時の連絡先を記入してください。<全員> 

  ※ 学校で緊急を要すると判断した場合は、緊急時連絡先より先に救急車を要請します。 

11 この用紙を一番初めに記載した日（診断日）、医師名、医療機関名を記入してください。<全員> 

  ※ 記載内容の確認のため、学校または船橋市教育委員会から連絡をすることがあります。 

12 補足や特に確認が必要な事項がある場合は、記載をお願いします。 

13 ２回目以降の診断の変更有無を記入してください。<全員> 

  ・ 船橋市では、最低年１回は医療機関を受診し、本表の提出を求めています。 

・ 内容の変更や原因食物の解除などは、本表の提出を以て行い、口頭や他書式は認めません。 

・ 本表は、過去の状況を把握するため最大９年間使用します。（小学校から中学校へそのまま引き継ぎます。）         

 


